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 都市計画法第34条第12号の規定による開発許可等の基準を定める条例（平成13年神奈川県条例第63号）

新旧対照表 

新 旧 

（法第34条第12号の規定による開発許可の基準） 

第２条 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下

「法」という。）第34条第12号の規定により、

開発区域の周辺における市街化を促進するおそ

れがないと認められ、かつ、市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当と認めら

れる開発行為として条例で定めるものは、都市

計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「政

令」という。）第29条の９第１号から第６号ま

でに掲げる区域及び同条第７号（政令第８条第

１項第２号ロに掲げる土地の区域に係る部分に

限る。）に掲げる区域のうち知事が別に定める

区域（これらの区域のうち災害の防止その他の

事情を考慮して安全上又は避難上支障がないと

認められる区域を除く。）を除く区域における

開発行為であって、次に掲げるものとする。 

(１) 市街化調整区域において、当該市街化調

整区域に係る線引きの日前から土地を所有す

る者（当該線引きの際に当該市街化調整区域

内の土地を所有していた者の直系血族又は配

偶者であって、当該線引きの日以後に当該土

地を相続又は贈与により承継した者を含み、

農家（農林業センサス規則（昭和44年農林省

令第39号）第２条第３項に規定する農家をい

う。以下同じ。）に属する者に限る。以下

「農家に属する土地所有者」という。）の親

族（農家に属する土地所有者と住居及び生計

を一にしたことがある者に限る。）が、当該

市街化調整区域において自己の居住の用に供

する住宅を新たに必要とするやむを得ない理

由があり、当該市街化調整区域内の当該土地

（以下「対象土地」という。）のうち集落内

又は集落に近接する区域にあるものにおい

て、自己の居住の用に供する専用住宅（敷地

面積が150平方メートル以上400平方メートル

以下であるものに限る。）を建築することを

目的として行う開発行為 

(２)～(５) （略） 

（政令第19条第１項ただし書の規定による開発行

為の規模） 

第３条 政令                 

             第19条第１項ただ

し書の規定により、条例で定める区域区分が定

（法第34条第12号の規定による開発許可の基準） 

第２条 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下

「法」という。）第34条第12号の規定により、

開発区域の周辺における市街化を促進するおそ

れがないと認められ、かつ、市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当と認めら

れる開発行為として条例で定めるものは    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

        、次に掲げるものとする。 

(１) 市街化調整区域において、当該市街化調

整区域に係る線引きの日前から土地を所有す

る者（当該線引きの際に当該市街化調整区域

内の土地を所有していた者の直系血族    

  であって、当該線引きの日以後に当該土

地を相続又は贈与により承継した者を含み、

農家（農林業センサス規則（昭和44年農林省

令第39号）第２条第３項に規定する農家をい

う。以下同じ。）に属する者に限る。以下

「農家に属する土地所有者」という。）の親

族（農家に属する土地所有者と住居及び生計

を一にしたことがある者に限る。）が、当該

市街化調整区域において自己の居住の用に供

する住宅を新たに必要とするやむを得ない理

由があり、当該市街化調整区域内の当該土地

（以下「対象土地」という。）のうち集落内

又は集落に近接する区域にあるものにおい

て、自己の居住の用に供する専用住宅（敷地

面積が150平方メートル以上400平方メートル

以下であるものに限る。）を建築することを

目的として行う開発行為 

(２)～(５) （略） 

（政令第19条第１項ただし書の規定による開発行

為の規模） 

第３条 都市計画法施行令（昭和44年政令第158

号。以下「政令」という。）第19条第１項ただ

し書の規定により、条例で定める区域区分が定
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新 旧 

められていない都市計画区域内における開発行

為の規模は、1,000平方メートルとする。 

（政令第36条第１項第３号ハの規定による法第43

条第１項の許可の基準） 

第４条 政令第36条第１項第３号ハの規定によ

り、建築物の周辺における市街化を促進するお

それがないと認められ、かつ、市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認め

られる建築物として条例で定めるものは、政令

第29条の９第１号から第６号までに掲げる区域

及び同条第７号（政令第８条第１項第２号ロに

掲げる土地の区域に係る部分に限る。）に掲げ

る区域のうち知事が別に定める区域（これらの

区域のうち災害の防止その他の事情を考慮して

安全上又は避難上支障がないと認められる区域

を除く。）を除く区域における建築物であっ

て、次に掲げるものとする。 

(１)～(３) （略） 

 

められていない都市計画区域内における開発行

為の規模は、1,000平方メートルとする。 

（政令第36条第１項第３号ハの規定による法第43

条第１項の許可の基準） 

第４条 政令第36条第１項第３号ハの規定によ

り、建築物の周辺における市街化を促進するお

それがないと認められ、かつ、市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認め

られる建築物として条例で定めるものは    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 、次に掲げるものとする。 

(１)～(３) （略） 

 

 


